様式５

確　約　書

令和　　　年　　　月　　　日

佐賀市長　様

組織名　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
このたび、本組織における多面的機能支払交付金の対象農用地である下記農地を（　　　　　　　　　　）の用途に供することを目的として農振農用地区域から除外するにあたり、当該除外に係る事業計画の変更認定の申請を行うとともに、佐賀市から下記農地に係る交付金の返還請求があった場合は、速やかに返還することを確約します。
記
農地の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡

農地の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡

農地の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡

農地の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡

農地の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡
農地の所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面積　　　　　　　㎡
【参考】多面的機能支払交付金の交付単価（円／10a）

	
	農地維持支払
	資源向上支払

（共同）
	資源向上支払

（長寿命化）

	田
	３，０００
	２，４００
	４，４００

	畑
	２，０００
	１，４４０
	２，０００

	草地
	　　２５０
	　　２４０
	　　４００


※交付金単価は、各組織の取組状況によって異なる場合があります。
　　農振除外を行う場合の注意事項

多面的機能支払交付金（旧農地・水保全管理支払交付金）を受けていたら、交付金返還の手続きが必要となります。

①農振除外の対象となる農地が、多面的機能支払交付金（旧農地・水保全管理支払交付金）を受けているか、農村環境課の窓口にて、確認を行ってください。
②もしも、該当農地（田・畑・草地）であれば、交付金返還の手続きが必要となります。この事により、交付金返還のための確約書に農地・水・対象活動組織の署名捺印が必要となります。
③確約書は、農振除外申出時の添付書類となります。

【関係法令】
多面的機能支払交付金実施要綱より抜粋（平成26年4月1日制定）

別紙1　第11　農地維持支払交付金の返還
２　対象農用地面積の減少

　　　　対象農用地が転用等により減少した場合、事業実施主体は対象組織に対して交付した交付金のうち当該対象農用地部分に相当する交付金を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

別紙2　第11　資源向上支払交付金の返還
　２　対象農用地面積の減少

　　対象農用地面積が減少した際の交付金の返還にあたっては、別紙1の第11の2に定めるとおりとする。


【問い合わせ先】


佐賀市農林水産部農村環境課


土地改良係　


〒８４０－８５０１　佐賀市栄町１番１号


TEL　０９５２－４０－７１２０（直通）


FAX　０９５２－４０－７３９１











